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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査物表面上または表面近傍内部に存在する異物や欠陥を検出する表面検査装置にお
いて、
　前記被検査物を概略一定の回転角速度により走査可能に構成された回転移動手段と並進
移動手段を有する被検査物移動ステージと、
　レーザ光源と、
　前記レーザ光源から発せられるレーザ光を被検査物表面上の予め定められた大きさの照
明スポットに照射する照明手段と、
　前記照明スポットにおいて前記照射光が散乱、回折、及び反射した光のうち少なくとも
１つを検出して電気信号に変換する散乱・回折・反射光検出手段と、
　前記電気信号をデジタルデータに変換するＡ／Ｄ変換器と、
　前記Ａ／Ｄ変換によって得られるデジタルデータから異物や欠陥の大きさを算出する粒
径算出機構と、を備え、
　前記Ａ／Ｄ変換手段は概略一定のサンプリング時間間隔で前記電気信号をサンプリング
し、前記粒径算出機構は前記Ａ／Ｄ変換器から得られるデジタルデータに不所望の低周波
変動成分を除去する周波数帯域制限フィルタ処理を施した結果を用いて異物・欠陥検出を
行い、さらに、
　前記粒径算出機構は、前記周波数帯域制限フィルタ処理のＣｕｔ－Ｏｆｆ周波数を決定
する際に（１）前記被検査物移動ステージの主走査回転速度、（２）前記座標検出手段か
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ら得られる副走査方向の座標位置、（３）前記照明スポットの大きさ、のいずれか一つま
たは複数の組み合わせ、及び、被検査物表面上の、（４）作成された膜種や膜厚、（５）
表面粗さ、（６）結晶方位、（７）反り量、のいずれか一つまたは複数の情報の組み合わ
せを用いるよう構成されることを特徴とする表面検査装置。
【請求項２】
　請求項１記載の表面検査装置において、
　前記周波数帯域制限フィルタ処理は、前記照明スポット内を通過する時間内に前記電気
信号からサンプリングされた複数のデジタルデータに対してデジタルフィルタ処理を施す
ことにより成されることを特徴とする表面検査装置。
【請求項３】
　請求項２記載の表面検査装置において、
　前記デジタルフィルタ処理は、前記不所望の低周波変動成分を除去する周波数帯域制限
フィルタ処理であることを特徴とする表面検査装置。
【請求項４】
　請求項３記載の表面検査装置において、
　前記周波数帯域制限フィルタ処理は、前記不所望の低周波変動成分を抽出するローパス
フィルタ処理であり、前記Ａ／Ｄ変換によって得られるデジタルデータから前記ローパス
フィルタ処理の結果を差し引くように構成したことを特徴とする表面検査装置。
【請求項５】
　請求項３記載の表面検査装置において、
　前記周波数帯域制限フィルタ処理は、前記不所望の低周波変動成分を除去するハイパス
フィルタ処理またはバンドパスフィルタ処理であることを特徴とする表面検査装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の表面検査装置において、
　前記Ｃｕｔ－ｏｆｆ周波数を可変にしたことを特徴とする表面検査装置。
【請求項７】
　被検査物を概略一定の回転角速度により走査しながら前記被検査物表面上または表面近
傍内部に存在する異物や欠陥を検出する表面検査方法において、
　走査が回転移動と並進移動から成る被検査物移動ステージと、
　レーザ光源と、
　前記レーザ光源から発せられるレーザ光を被検査物表面上の予め定められた大きさの照
明スポットに照射する照明手段と、
　前記照明スポットにおいて前記照射光が散乱、回折、及び反射した光のうち少なくとも
１つを検出して電気信号に変換する散乱・回折・反射光検出手段と、
　前記電気信号をデジタルデータに変換するＡ／Ｄ変換手段と、
　前記Ａ／Ｄ変換手段によって得られるデジタルデータから異物や欠陥の大きさを算出す
る粒径算出手段と、を備え、
　前記Ａ／Ｄ変換手段は概略一定のサンプリング時間間隔で前記電気信号をサンプリング
し、前記粒径算出手段は前記Ａ／Ｄ変換手段から得られるデジタルデータに不所望の低周
波変動成分を除去する周波数帯域制限フィルタ処理を施した結果を用いて異物・欠陥検出
を行い、
　前記周波数帯域制限フィルタ処理のＣｕｔ－ｏｆｆ周波数は可変であり、
　前記周波数帯域制限フィルタ処理のＣｕｔ－ｏｆｆ周波数を、（１）前記被検査物移動
ステージの主走査回転速度、（２）座標検出手段から得られる副走査方向の座標位置、（
３）前記照明スポットの大きさ、のいずれか一つまたは複数の組み合わせ、及び、被検査
物表面上の、（４）作成された膜種や膜厚、（５）表面粗さ、（６）結晶方位、（７）反
り量、のいずれか一つまたは複数の組み合わせを用いることにより決定することを特徴と
する表面検査方法。
【請求項８】
　請求項７記載の表面検査方法において、
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　前記周波数帯域制限フィルタ処理は、前記不所望の低周波変動成分を抽出するローパス
フィルタ処理であり、前記Ａ／Ｄ変換手段によって得られるデジタルデータから前記ロー
パスフィルタ処理の結果を差し引くようにしたことを特徴とする表面検査方法。
【請求項９】
　請求項７記載の表面検査方法において、
　前記周波数帯域制限フィルタ処理は、前記不所望の低周波変動成分を除去するハイパス
フィルタ処理またはバンドパスフィルタ処理であることを特徴とする表面検査方法。
【請求項１０】
　被検査物から得られた検査信号に基づいて表面検査を行う表面検査装置において、
　前記被検査物に光を照明し照明スポットを形成する照明光学系と、
　得られた検査信号をデジタルフィルタリングするデジタルフィルタ部と、
　該デジタルフィルタリングのＣｕｔ－ｏｆｆ周波数を検査中に動的に変化させる変化部
と、
　前記被検査物を回転しながら移動させる被検査物移動ステージと、
　前記表面検査中の座標を得る座標検出手段と、
　前記Ｃｕｔ－ｏｆｆ周波数は、（１）前記被検査物移動ステージの主走査回転速度、（
２）前記座標検出手段から得られる副走査方向の座標位置、（３）前記照明スポットの大
きさのうち少なくとも１つと（４）作成された膜種や膜厚、（５）前記被検査物の表面粗
さ、（６）前記被検査物の結晶方位、（７）被検査物の反り量のうち少なくとも１つとの
組み合わせに基づいて決定されることを特徴とする表面検査装置。
【請求項１１】
　被検査物から得られた検査信号に基づいて表面検査を行う表面検査装置において、
　前記被検査物を回転しながら移動させる被検査物移動ステージと、
　前記被検査物に光を照明し照明スポットを形成する照明光学系と、
　得られた検査信号をデジタルフィルタリングするデジタルフィルタ部と、
　前記検査信号が得られた被検査物の位置情報を取得する位置情報取得部と、
　該位置情報取得部からの情報に基づいて、前記デジタルフィルタリングのＣｕｔ－ｏｆ
ｆ周波数を変化させる変化部と、を有し、
　前記Ｃｕｔ－ｏｆｆ周波数は、（１）前記被検査物移動ステージの主走査回転速度、（
２）前記位置情報取得部から得られる副走査方向の座標位置、（３）前記照明スポットの
大きさのうち少なくとも１つと（４）作成された膜種や膜厚、（５）前記被検査物の表面
粗さ、（６）前記被検査物の結晶方位、（７）被検査物の反り量のうち少なくとも１つと
の組み合わせに基づいて決定されることを特徴とする表面検査装置。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記位置情報は、少なくとも得られた検査信号に対応した被検査物の半径位置情報であ
ることを特徴とする表面検査装置。
【請求項１３】
　被検査物から得られた検査信号に基づいて表面検査を行う表面検査方法において、
　被検査物移動ステージを使用して前記被検査物を回転しながら移動し、
　前記被検査物に光を照明し照明スポットを形成し、
　座標検出手段を使用して前記表面検査中の座標を得て、
　得られた検査信号をデジタルフィルタリングするデジタルフィルタ処理と、
　該デジタルフィルタリングのＣｕｔ－ｏｆｆ周波数を検査中に動的に変化させる変化処
理と、を有し、
　前記Ｃｕｔ－ｏｆｆ周波数は、（１）前記被検査物移動ステージの主走査回転速度、（
２）前記座標検出手段から得られる副走査方向の座標位置、（３）前記照明スポットの大
きさのうち少なくとも１つと（４）作成された膜種や膜厚、（５）前記被検査物の表面粗
さ、（６）前記被検査物の結晶方位、（７）被検査物の反り量のうち少なくとも１つとの
組み合わせに基づいて決定されることを特徴とする表面検査方法。
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【請求項１４】
　被検査物から得られた検査信号に基づいて表面検査を行う表面検査方法において、
　被検査物移動ステージを使用して前記被検査物を回転しながら移動し、
　前記被検査物に光を照明し照明スポットを形成し、
　得られた検査信号をデジタルフィルタリングするデジタルフィルタ処理と、
　前記検査信号が得られた被検査物の位置情報を取得する位置情報取得処理と、
　前記位置情報取得処理からの情報に基づいて、前記デジタルフィルタリングのＣｕｔ－
ｏｆｆ周波数を変化させる変化処理と、を行い、
　前記Ｃｕｔ－ｏｆｆ周波数は、（１）前記被検査物移動ステージの主走査回転速度、（
２）前記位置情報取得処理から得られる副走査方向の座標位置、（３）前記照明スポット
の大きさのうち少なくとも１つと（４）作成された膜種や膜厚、（５）前記被検査物の表
面粗さ、（６）前記被検査物の結晶方位、（７）被検査物の反り量のうち少なくとも１つ
との組み合わせに基づいて決定されることを特徴とする表面検査方法。
【請求項１５】
　請求項１４において、
　前記位置情報は、少なくとも得られた検査信号に対応した被検査物の半径位置情報であ
ることを特徴とする表面検査方法。
【請求項１６】
　被検査物の異常を検出する検査装置において、
　前記被検査物へ光を照明する照明光学系と、
　前記被検査物からの光を検出する検出光学系と、
　前記検出光学系の検出結果をサンプリングするサンプリング部と、
　前記サンプリング結果に対してデジタルフィルタ処理を行うデジタルフィルタ部と、
　前記デジタルフィルタ処理のＣｕｔ－ｏｆｆ周波数を得る処理部と、を有し、
　前記Ｃｕｔ－ｏｆｆ周波数は、前記検査装置の装置構成に関する情報と前記被検査物に
関する情報とを組み合わせることで決定され、
　前記被検査物に関する情報とは、前記被検査物上に作成された膜種、前記被検査物上に
作成された膜の膜厚、前記被検査物の表面粗さ、前記被検査物の結晶方位、及び前記被検
査物の反り量の少なくとも１つであることを特徴とする検査装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の検査装置において、
　前記装置構成に関する情報とは、被検査物移動ステージの主走査回転速度、座標検出手
段から得られる副走査方向の座標位置、及び前記照明光学系によって前記被検査物上に形
成される照明スポットの大きさの少なくとも１つであることを特徴とする検査装置。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の検査装置において、
　前記フィルタ部は、検査中に前記Ｃｕｔ－ｏｆｆ周波数を変えることを特徴とする検査
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検査物表面の異物や欠陥等を検査する方法、異物や欠陥等を検査する装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　表面検査において、例えば、半導体デバイスの製造工程では、ベアウェーハにパターン
を転写し、エッチングで削ることによって回路を形成してゆく。回路を形成していく様々
な半導体デバイスの製造工程において、ウェーハ表面に付着した異物や欠陥などは歩留ま
りを低下させる大きな要因となっている。ウェーハ表面に付着した異物や欠陥は各製造工
程において管理されており、ベアウェーハ表面に付着している異物やウェーハ表面に存在
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する欠陥などを高感度、及び、高スループットで検出するのが、ウェーハ表面検査装置で
ある。
【０００３】
　ウェーハ上の異物，欠陥を検査する方法としては電子ビーム等の荷電粒子線を用いる方
法と、光を用いる方法に大別され、光を用いる方法はカメラを用いてウェーハ表面の画像
を撮影し、画像情報を解析するものと、ウェーハ表面で散乱された光を光電子増倍管のよ
うな受光素子で検出し光の散乱の程度を解析するものがある。後者の一例として特許文献
１記載のものがある。
【０００４】
【特許文献１】特開昭６３－１４３８３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　レーザ光をウェーハ上に照射する方式の表面検査装置は、一般に、レーザ光をウェーハ
表面に照射し、照射によって異物から発生する散乱光を検出器で検出し、Ａ／Ｄ変換を行
い、Ａ／Ｄ変換後のデジタルデータから、異物・欠陥の大きさを算出する。検査の高スル
ープット化のため、ワーク（ウェーハ）を搭載した検査テーブルを高速で回転させ、一軸
方向に水平に検査テーブルを搭載したステージを走査させる方式となっている。異物・欠
陥の大きさ情報とステージからの座標情報をもとに、ワーク全面の異物・欠陥マップを算
出する。
【０００６】
　検出対象の異物・欠陥から発生する信号とは別に、表面状態，膜種や膜厚，表面粗さに
よって、被検査物からの反射光には低周波変動成分が含まれる。また、被検査物移動手段
からの振動等の影響でも、低周波数成分が発生する。この低周波数成分は、照明光の大き
さ，被検査物移動手段の速度，移動位置からなるパラメータで決定されるため、一定では
ないものである。
【０００７】
　従来は、この周波数成分をアナログフィルタにより、除去または抑制していたが、Ｃut
－ｏｆｆ周波数設定は回路定数によって定まるため柔軟に変化させるのは困難であること
から、前記各種条件に対応することが困難であった。
【０００８】
　また、通過信号のひずみを考慮すると、通過信号帯域には余裕を持たせる必要があるた
め、減衰周波数帯域を十分広くとることは難しく、精度よく低周波数成分を除去または抑
制することが困難であった。
【０００９】
　従って、アナログフィルタ通過後に残留する低周波変動成分の分だけ、検出判定しきい
値レベルを、嵩上げさせる必要があり、検出感度がこの分、劣化するという課題があった
。
【００１０】
　また、表面状態，膜種や膜厚，表面粗さによって、異物・欠陥から発生する反射光自体
も変化しており、一定のしきい値では、対応が困難であるという課題があった。
【００１１】
　本発明の目的は、膜種，膜厚，表面粗さ，結晶方位などの異なる多種多様なウェーハに
対応できる表面検査装置及び表面検査方法を提供することにある。
【００１２】
　また、検査装置自体の検査物移動手段からの影響も削減でき、検出判定の精度を向上で
きる表面検査装置及び表面検査方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一つの態様は、表面検査において得られた信号のデジタルフィルタリングにお
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いて、そのデジタルフィルタリングのパラメータを検査中に動的に変化させることである
。
【００１４】
　本発明の他の態様は、表面検査において得られた信号のデジタルフィルタリングにおい
て、そのデジタルフィルタリングのパラメータを被検査物の半径に対応して制御すること
である。
【００１５】
　本発明の更に他の態様は、被検査物表面上または表面近傍内部に存在する異物や欠陥を
検出する表面検査装置において、不所望の低周波変動成分を除去する処理を施した結果を
用いて異物・欠陥検出を行う構成とすることである。
【００１６】
　不所望の低周波変動成分を除去する処理は、表面検査において得られた信号の複数のデ
ジタルデータに対してデジタルフィルタ処理を施すことにより成されることが望ましい。
【００１７】
　前記デジタルフィルタ処理は、前記不所望の低周波変動成分を除去する周波数帯域制限
フィルタ処理であることが望ましい。
【００１８】
　前記周波数帯域制限フィルタ処理は、前記不所望の低周波変動成分を抽出するローパス
フィルタ処理であり、デジタルデータから前記ローパスフィルタ処理の結果を差し引くよ
うに構成することが望ましい。
【００１９】
　前記周波数帯域制限フィルタ処理は、前記不所望の低周波変動成分を除去するハイパス
フィルタ処理またはバンドパスフィルタ処理であることが望ましい。
【００２０】
　また、前記デジタルフィルタ処理のＣｕｔ－ｏｆｆ周波数を可変にすることが望ましい
。
【００２１】
　また、（１）被検査物移動ステージの主走査回転速度、（２）前記座標検出手段から得
られる副走査方向の座標位置、（３）照明スポットの大きさ、のいずれか一つまたは複数
の組み合わせに基づいて前記周波数帯域制限フィルタ処理のＣｕｔ－ｏｆｆ周波数を決定
し、条件が変化する毎に設定を行うことが望ましい。
【００２２】
　また、前記粒径算出機構が前記周波数帯域制限フィルタ処理のＣｕｔ－ｏｆｆ周波数を
決定する際に、更に被検査物表面上の、（１）作成された膜種や膜厚、（２）表面粗さ、
（３）結晶方位、（４）反り量、のいずれか一つまたは複数の情報の組み合わせを用いる
ようすることが望ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、被検査物の表面状態が異なる場合においても、反射光低周波数成分を
削減できるため、検出判定しきい値レベルを、嵩上げさせる必要がなくなり、微小信号を
検出できるようになり、精度良く、被検査物を計測できる。
【００２４】
　または、反射光低周波数成分を、照明光の大きさ，被検査物移動手段の速度，移動位置
の各条件毎に削減できるため、適切なしきい値を設定できる。
【００２５】
　または、被検査物の表面状態が膜種や膜厚，表面粗さによって異なる場合でも、標準の
ウェーハと同等の性能で検査を行うことができる。
【００２６】
　または、アナログフィルタによる信号ひずみがないため、通過信号にひずみが無く、通
過帯域をしぼり、且つ、両帯域対称な減衰特性をえられるため、正確な検査を行うことが
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できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を用いて、本発明の実施の形態を説明するが、本発明の装置及び方法は、各
図面に示された構成に限定されるものではなく、その技術思想の範囲内で種々変形可能で
ある。
【００２８】
　図１に、本発明の異物・欠陥検出方法を用いた異物・欠陥検査装置の第一の実施例を示
す。被検査物である半導体ウェーハ１００はチャック１０１に真空吸着されており、この
チャック１０１は、概略一定の回転角速度で走査可能な、回転ステージ１０３からなる回
転移動手段と、並進ステージ１０４からなる並進移動手段を含んで構成される被検査物移
動ステージ１０２を介して、Ｚステージ１０５上に搭載されている。回転ステージ１０３
にて回転移動θを、並進ステージ１０４にて並進移動ｒを行う。
【００２９】
　図２は、半導体ウェーハ１００の上方に配置されている照明・検出光学系１１０を示す
側面図及び平面図である。本実施例の照明手段は、照明光の光源２００にレーザ光源を用
いる。光源２００から出たレーザ光からなる照射光２０１を照射レンズ２０２に入射し、
予め定められた大きさの照明スポット２０３を形成する。照射光２０１は例えばＰ偏光で
あり、被検査物である半導体ウェーハ１００の表面に、概略、結晶Ｓｉに対するブリュー
スター角で斜入射するように構成されている。このため照明スポット２０３は概略楕円形
状をしており、照度が照明スポット２０３中心部のｅの２乗分の１（ｅは自然対数の底）
に低下する輪郭線の内部を、ここであらためて照明スポットと定義することにする。
【００３０】
　この照明スポット２０３の長軸方向の幅２０４をｄ１，短軸方向の幅２０９をｄ２とす
る。照明スポット２０３は、図２の点線の矢印で示すようにθ走査２０８させる。
【００３１】
　図３に示すように被検査物移動ステージ１０２は、回転移動θと並進移動ｒを時間と共
に組み合わせて変化させることで、相対的に照明スポット２０３を半導体ウェーハ１００
の概略全表面上で螺旋状に走査させる。前記回転ステージが１回転する間に、走査はΔｒ
だけ移動する。Δｒ＞ｄ１であると、半導体ウェーハ１００上で螺旋状走査において照明
光が照射されず、検査されない隙間領域ができてしまうので、通常Δｒ＜ｄ１に設定する
。本実施例では、照明スポット２０３の走査は半導体ウェーハ１００の内周から外周に向
かって行うが、逆であっても差し支えない。
【００３２】
　また、本実施例では、半導体ウェーハ１００の内周から外周までの概略全領域で、前記
回転ステージ１０３を概略角速度一定で、かつ前記並進ステージ１０４を概略線速度一定
で駆動させる。図４は、前記結果、半導体ウェーハ１００の表面に対する照明スポット
２０３の相対移動線速度が、内周部に比べて外周部で大きくなることを示す。
【００３３】
　被検査物移動ステージ１０２には、検査中の主走査座標位置θと副走査座標位置ｒを検
出するために、検査座標検出機構１０６が取り付けてある。本実施例では、位置情報取得
手段として主走査座標位置θの検出に光学読み取り式のロータリーエンコーダ（第一の位
置取得部）、副走査座標位置ｒに光学読み取り式のリニアエンコーダ(第二の位置取得部)
を用いているが、共に、高精度で角度または直線上の位置が検出できるセンサであれば、
他の検出原理を用いたものでも良い。
【００３４】
　集光レンズ２０５は、レーリー散乱に従うような微小な異物に対して効率良くその散乱
光を捕捉できるよう、低い仰角で散乱光を集光できる構成にしてある。この構成において
、異物・欠陥２０６からの散乱光を、集光レンズ２０５を通過し、光検出器２０７からな
る光検出手段で検出される。散乱光を検出した光検出器２０７は、該散乱光を電気信号
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（検査信号）に変換し、散乱光信号として出力する。本実施例では光検出器２０７として
光電子増倍管を用いているが、異物からの散乱光を高感度に検出できる光検出器であれば
他の検出原理の光検出器であっても良い。
【００３５】
　前述のように本実施例では、半導体ウェーハ１００の内周から外周までの概略全領域で
、前記回転ステージ１０３を概略角速度一定で駆動させており、半導体ウェーハ１００の
表面に対する照明スポット２０３の相対移動線速度は、内周に比べて外周で大きくなる。
そのため、前記半導体ウェーハ１００上にある異物が前記照明スポット２０３の短軸209
、ｄ２の距離を横切る時間は、前記異物が前記半導体ウェーハ１００の外周部にあるとき
は、内周部にあるときに比べて短く、そのため前記光検出器２０７から増幅器１１１を経
て得られる散乱光信号の信号強度の時間変化波形は、一般的に図４に示すように、外周部
すなわち前記異物が走査方向の半径位置が大きい場所にあるほど、信号ピークの半値幅が
小さくなる。
【００３６】
　次に、本実施例における信号処理を説明する。前記光検出器２０７で電気信号（検査信
号）に変換された散乱光信号は増幅器１１１で増幅された後、Ａ／Ｄ変換器１１２からな
るＡ／Ｄ変換手段で予め定められたサンプリング時間間隔ΔＴ毎にサンプリングされ、デ
ジタルデータに変換される。前記サンプリング時間間隔ΔＴは図４に示す信号波形を十分
な時間分解能でサンプリングできるように決める。例えば、図４における最小信号波形幅
である最外周部での半値幅をΔＳｏｕｔとすると、ΔＴ＝ΔＳｏｕｔ÷１０とする。この
サンプリングにより、図４に示す信号波形に対応する時系列デジタルデータ群が得られる
。
【００３７】
　ところでこの時系列デジタルデータ群は、本来必要とする検出された異物・欠陥の大き
さに対応する散乱光の強度情報の他に、図５に示すように低周波数の信号成分５００を含
んでいる。一般に低周波数の信号成分は、被検査物移動ステージの主走査回転速度、前記
座標検出手段から得られる走査方向の座標位置，照明スポットの大きさ、更に被検査物表
面上の、作成された膜種や膜厚，表面粗さ，結晶方位，反り量、によって変化するため一
定値とはならない。そこで、異物・欠陥の大きさを正しく算出するためには、この低周波
数成分の影響を除去する必要がある。
【００３８】
　そこで本実施例では、Ａ／Ｄ変換器１１２からのデジタルデータに対して、デジタルフ
ィルタリングの一例として可変ローパスフィルタ１１４処理を行い、前記低周波数成分の
みのデータを作成して、前記Ａ／Ｄ変換器１１２からのデータから減算器１１５にて減算
して（デジタルフィルタ部）、異物・欠陥の大きさに対応する散乱光の強度のみの情報を
抽出する。
【００３９】
　ここで前記可変ローパスフィルタ１１４のパラメータの一例であるＣｕｔ－ｏｆｆ周波
数は、被検査物移動ステージの回転数、前記座標検出手段から得られる走査方向の座標位
置，照明スポットの大きさ、更に被検査物表面上の、作成された膜種や膜厚，表面粗さ，
結晶方位，反り量、の情報を基に、演算器１１６にて動的に制御される（パラメータ変化
部）。この演算器の算出パラメータは検査座標検出機構１０６と上位ＣＰＵ１０７からの
情報に基づくものである。
【００４０】
　　Ｃｕｔ－ｏｆｆ周波数＝１÷（照明スポット短径÷回転数÷（２×円周率×半径座標
　　　　　　　　　　　　　位置））÷Ａ
　　Ａ＝膜種，膜厚，表面粗さ，結晶方位，反り量から規定。
【００４１】
　膜種，膜厚，表面粗さ，結晶方位，反り量は、図示しない入力手段を介して、ユーザー
にて設定し、検査装置内にて演算する。この入力手段としては、キーボード又はマウス等
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のポンテイングデバイスを用いてもよい。また、前述の必要な情報を記憶した独立したメ
モリを図示しないインターフェースを介して、検査装置へ入力してもよい。
【００４２】
　前記データ処理の結果として得られた散乱光強度値は異物・欠陥判定機構１０８で、予
め定められた検出しきい値と比較され、前記散乱光強度値が前記しきい値以上であれば、
異物・欠陥判定機構１０８は異物・欠陥判定情報を発生する。異物・欠陥判定情報が発生
すると、異物・欠陥座標検出機構１０９は前記検査座標検出機構１０６からの情報に基づ
いて、検出された異物・欠陥の座標位置を算出する。また、粒径算出機構１１７は前記散
乱光強度値から、検出された異物・欠陥の大きさを算出する。
【００４３】
　このように本実施例では、前記増幅器１１１から得られた信号に対して、可変ローパス
フィルタ処理をして低周波数成分の影響を取り除いた後に異物・欠陥の大きさを算出する
。このデジタルフィルタリングのパラメータを、検査中に動的に変化させるパラメータ変
化処理を実行させることにより、図５に示すように、異物・欠陥信号が低周波数成分に畳
重５０１しても、低周波数分除去５０２を行うので、本実施例後検出信号５０６のように
なり、従来しきい値５０４のように低周波数の信号成分５００分、オフセットさせる必要
がなくなり、本実施例後しきい値５０５とできるので、従来検出できなかった異物・欠陥
信号５０３を適切に検出可能となる。
【００４４】
　本実施例では、不所望の低周波数変動成分をローパスフィルタ処理により抽出した後に
、元のデジタルデータから差し引くことで、前記低周波数変動成分を除去しているが、こ
れは前記低周波数変動成分を直接除去するハイパスフィルタ処理またはバンドパスフィル
タ処理を用いるよう構成しても、もちろん構わない。
【００４５】
　表面検査の結果は、図示しない出力手段から出力される。この出力手段としては、表示
装置又はプリンタ等の印刷装置を用いてもよい。また、結果情報を図示しないインターフ
ェースを介して、検査装置に内蔵したメモリへ記憶させてもよい。または、結果情報を図
示しないインターフェースを介して、独立したメモリへ記憶させてもよい。
【００４６】
　なお、本実施例では、散乱光に基づく電気信号（検査信号）により被検査物表面の異物
・欠陥を弁別しているが、当該方法に限らず、照射光によって被検査物より放出される回
折光，反射光を検出して電気信号（検査信号）に変換する光検出手段を設け、当該電気信
号（検査信号）に基づいて異物・欠陥を弁別することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施例の概略構成を示す図である。
【図２】本発明の実施例の照明スポットを示す図である。
【図３】本発明の実施例の走査を示す図である。
【図４】本発明の実施例の異物・欠陥信号の走査位置違いによる差（信号幅差）を示す図
である。
【図５】本発明の実施例の異物・欠陥信号としきい値を示す図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１００…半導体ウェーハ、１０１…チャック、１０２…被検査物移動ステージ、１０３
…回転ステージ、１０４…並進ステージ、１０５…Ｚステージ、１０６…検査座標検出機
構、１０７…上位ＣＰＵ、１０８…異物・欠陥判定機構、１０９…異物・欠陥座標検出機
構、１１０…照明・検出光学系、１１１…増幅器、１１２…Ａ／Ｄ変換器、１１４…可変
ローパスフィルタ、１１５…減算器、１１６…演算器、１１７…粒径算出機構、２００…
照明光の光源、２０１…照射光、２０２…照射レンズ、２０３…照明スポット、２０５…
集光レンズ、２０６…異物・欠陥、２０７…光検出器、５００…低周波数の信号成分、
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５０１…異物・欠陥信号が低周波数成分に畳重、５０２…低周波数分除去を行う、５０３
…従来検出できなかった異物・欠陥信号、５０４…従来しきい値、５０５…本実施例後し
きい値、５０６…本実施例後検出信号。

【図１】 【図２】
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【図５】
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